
個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

整理番号 ０ ３ １ ０ １ 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 郵便物発送・収受事務ファイル 

実 施 機 関 の 名 称 市長 

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 

供 さ れ る 事 務 を つ か さ ど る 

組 織 の 名 称 

行政経営部行政経営課行政経営係 

個人情報ファイルの利用目的 郵便物を適正に発送・収受するため。 

記 録 項 目 

（ 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 

さ れ る 項 目 ） 

1氏名、2住所、3電話番号、4職業、5職歴 

記 録 範 囲 

（本人として個人情報ファイルに

記 録 さ れ る 個 人 の 範 囲 ） 

市民、納税義務者、国民健康保険被保険者等 

個人情報ファイルに記録される 

個人情報（記録情報）の収集方法 
発送又は収受された郵便物 

要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 □有  ☑無 

記録情報を当該実施機関以外の者

に 経 常 的 に 提 供 す る 場 合 

に は 、 そ の 提 供 先 

 

開示、訂正又は利用停

止請求を受理する組織

の 名 称 及 び 所 在 地 

名 称 総合政策部総合政策課総務係 

所 在 地 〒322-8601 鹿沼市今宮町１６８８番地１ 

訂正又は利用停止に 

関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続 

根拠法令  

内 容  

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイ

ル）又はマニュアル処理に係る個人情報ファイル（マニュア

ル 処理ファイル）の別 

□電算処理ファイル（次の項へ） 

☑マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用目的 

及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有

無 

□有  □無 

個人情報によって識別される特定

の 個 人 （ 本 人 ） の 数 
５，０５０，０００ 

備 考  

 



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

整 理 番 号 ０ ３ １ ０ ２ 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 市有地の有効活用事務ファイル 

実 施 機 関 の 名 称 市長 

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 

供 さ れ る 事 務 を つ か さ ど る 

組 織 の 名 称 

行政経営部行政経営課公有財産活用係 

個人情報ファイルの利用目的 未利用地等の売却により、財源の確保を図るため。 

記 録 項 目 

（ 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 

さ れ る 項 目 ） 

1氏名、2住所、3電話番号、4財産 

記 録 範 囲 

（本人として個人情報ファイルに

記 録 さ れ る 個 人 の 範 囲 ） 

市有地の購入者等 

個人情報ファイルに記録される個

人情報（記録情報）の収集方法 
普通財産売払い申請書 

要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 □有  ☑無 

記録情報を当該実施機関以外の者

に 経 常 的 に 提 供 す る 場 合 

に は 、 そ の 提 供 先 

 

開示、訂正又は利用停

止請求を受理する組織

の 名 称 及 び 所 在 地 

名 称 総合政策部総合政策課総務係 

所 在 地 〒322-8601 鹿沼市今宮町１６８８番地１ 

訂正又は利用停止に 

関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続 

根拠法令  

内 容  

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイ

ル）又はマニュアル処理に係る個人情報ファイル（マニュア

ル処理ファイル）の別 

□電算処理ファイル（次の項へ） 

☑マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用目的

及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有

無 

□有  □無 

個人情報によって識別される特定

の 個 人 （ 本 人 ） の 数 
１００ 

備 考  

 



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

整 理 番 号 ０ ３ １ ０ ３ 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 寄附受入れ事務ファイル 

実 施 機 関 の 名 称 市長 

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 

供 さ れ る 事 務 を つ か さ ど る 

組 織 の 名 称 

行政経営部行政経営課公有財産活用係 

個人情報ファイルの利用目的 市民等からの寄附の受入れを適正に行うため。 

記 録 項 目 

（ 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 

さ れ る 項 目 ） 

1氏名、2住所、3電話番号、4財産、5要望 

記 録 範 囲 

（本人として個人情報ファイルに

記 録 さ れ る 個 人 の 範 囲 ） 

寄附者 

個人情報ファイルに記録される個

人情報（記録情報）の収集方法 
寄附者からの申請書 

要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 □有  ☑無 

記録情報を当該実施機関以外の者

に 経 常 的 に 提 供 す る 場 合 

に は 、 そ の 提 供 先 

 

開示、訂正又は利用停

止請求を受理する組織

の 名 称 及 び 所 在 地 

名 称 総合政策部総合政策課総務係 

所 在 地 〒322-8601 鹿沼市今宮町１６８８番地１ 

訂正又は利用停止に 

関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続 

根拠法令  

内 容  

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）

又はマニュアル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処

理ファイル）の別 

□電算処理ファイル（次の項へ） 

☑マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用目的及

び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有  □無 

個人情報によって識別される特定

の 個 人 （ 本 人 ） の 数 
１００ 

備 考  

 



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

整 理 番 号 ０ ３ １ ０ ４ 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 土地（普通財産）賃借・売買契約書ファイル 

実 施 機 関 の 名 称 市長 

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 

供 さ れ る 事 務 を つ か さ ど る 

組 織 の 名 称 

行政経営部行政経営課公有財産活用係・管財係 

個人情報ファイルの利用目的 
土地（普通財産）を市民に賃借し、使用貸借し、及び売買す

るに当たり、相手方を把握するため。 

記 録 項 目 

（ 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 

さ れ る 項 目 ） 

1氏名、2住所、3電話番号、4財産 

記 録 範 囲 

（本人として個人情報ファイルに

記 録 さ れ る 個 人 の 範 囲 ） 

賃借、使用貸借及び売買における契約の相手方 

個人情報ファイルに記録される個

人情報（記録情報）の収集方法 

賃借、使用貸借及び売買における契約の相手方からの申請

書 

要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 □有  ☑無 

記録情報を当該実施機関以外の者

に 経 常 的 に 提 供 す る 場 合 

に は 、 そ の 提 供 先 

 

開示、訂正又は利用停

止請求を受理する組織

の 名 称 及 び 所 在 地 

名 称 総合政策部総合政策課総務係 

所 在 地 〒322-8601 鹿沼市今宮町１６８８番地１ 

訂正又は利用停止に 

関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続 

根拠法令  

内 容  

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイ

ル）又はマニュアル処理に係る個人情報ファイル（マニュア

ル処理ファイル）の別 

□電算処理ファイル（次の項へ） 

☑マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用目的

及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有

無 

□有  □無 

個人情報によって識別される特定

の 個 人 （ 本 人 ） の 数 
３００ 

備 考  

 



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

整 理 番 号 ０ ３ １ ０ ５ 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 行政財産（土地・建物）使用許可及び賃借契約事務ファイル 

実 施 機 関 の 名 称 市長 

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 

供 さ れ る 事 務 を つ か さ ど る 

組 織 の 名 称 

行政経営部行政経営課管財係 

個人情報ファイルの利用目的 
行政財産（土地・建物）の使用を市民、公共的団体等に許可

し、及び貸付けを許可するため。 

記 録 項 目 

（ 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 

さ れ る 項 目 ） 

1氏名、2住所、3電話番号、4財産 

記 録 範 囲 

（本人として個人情報ファイルに

記 録 さ れ る 個 人 の 範 囲 ） 

使用許可及び賃貸借の相手方 

個人情報ファイルに記録される個

人情報（記録情報）の収集方法 
使用許可及び賃貸借における契約の相手方からの申請書 

要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 □有  ☑無 

記録情報を当該実施機関以外の者

に 経 常 的 に 提 供 す る 場 合 

に は 、 そ の 提 供 先 

 

開示、訂正又は利用停

止請求を受理する組織

の 名 称 及 び 所 在 地 

名 称 総合政策部総合政策課総務係 

所 在 地 〒322-8601 鹿沼市今宮町１６８８番地１ 

訂正又は利用停止に 

関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続 

根拠法令  

内 容  

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイ

ル）又はマニュアル処理に係る個人情報ファイル（マニュア

ル処理ファイル）の別 

□電算処理ファイル（次の項へ） 

☑マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用目的

及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有

無 

□有  □無 

個人情報によって識別される特定

の 個 人 （ 本 人 ） の 数 
２００ 

備 考  

 



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

整 理 番 号 ０ ３ １ ０ ６ 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 示談等締結事務ファイル 

実 施 機 関 の 名 称 市長 

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 

供 さ れ る 事 務 を つ か さ ど る 

組 織 の 名 称 

行政経営部行政経営課管財係 

個人情報ファイルの利用目的 

公用車、市の建物、市道の事故等により、市の財産に損害

が発生し、及び相手方に損害を与えた場合に、示談等の締

結及びその損害を補てんするため。 

記 録 項 目 

（ 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 

さ れ る 項 目 ） 

1氏名、2住所、3電話番号、4生年月日、5年齢、6続柄、

7 親族関係、8 家庭状況、9 居住状況、10 職業、11 取引状

況 

記 録 範 囲 

（本人として個人情報ファイルに

記 録 さ れ る 個 人 の 範 囲 ） 

公用車、市の建物、市道の事故等の当事者 

個人情報ファイルに記録される個

人情報（記録情報）の収集方法 
示談書及び免責証書 

要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 □有  ☑無 

記録情報を当該実施機関以外の者

に 経 常 的 に 提 供 す る 場 合 

に は 、 そ の 提 供 先 

 

開示、訂正又は利用停

止請求を受理する組織

の 名 称 及 び 所 在 地 

名 称 総合政策部総合政策課総務係 

所 在 地 〒322-8601 鹿沼市今宮町１６８８番地１ 

訂正又は利用停止に 

関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続 

根拠法令  

内 容  

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）

又はマニュアル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処

理ファイル）の別 

□電算処理ファイル（次の項へ） 

☑マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用目的及

び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有  □無 

個人情報によって識別される特定

の 個 人 （ 本 人 ） の 数 
１００ 

備 考  

 



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

整 理 番 号 ０ ３ １ ０ ７ 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 市有バス運営事務ファイル 

実 施 機 関 の 名 称 市長 

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 

供 さ れ る 事 務 を つ か さ ど る 

組 織 の 名 称 

行政経営部行政経営課管財係 

個人情報ファイルの利用目的 
市が所有するバスの使用者を把握し、適正な事務運営を行

うため。 

記 録 項 目 

（ 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 

さ れ る 項 目 ） 

1氏名、2住所、3電話番号 

記 録 範 囲 

（本人として個人情報ファイルに

記 録 さ れ る 個 人 の 範 囲 ） 

市が所有するバスに乗車する者 

個人情報ファイルに記録される個

人情報（記録情報）の収集方法 
バス使用許可申請書 

要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 □有  ☑無 

記録情報を当該実施機関以外の者

に 経 常 的 に 提 供 す る 場 合 

に は 、 そ の 提 供 先 

 

開示、訂正又は利用停

止請求を受理する組織

の 名 称 及 び 所 在 地 

名 称 総合政策部総合政策課総務係 

所 在 地 〒322-8601 鹿沼市今宮町１６８８番地１ 

訂正又は利用停止に 

関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続 

根拠法令  

内 容  

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）

又はマニュアル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処

理ファイル）の別 

□電算処理ファイル（次の項へ） 

☑マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用目的及

び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有  □無 

個人情報によって識別される特定

の 個 人 （ 本 人 ） の 数 
１，０００ 

備 考  

 


